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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２６年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                          委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２５年１２月１７日（火） １６時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久島町一
いっ

湊
そう

港北西方沖 

 屋久島町所在の一湊灯台から真方位２８６°１.６海里付近 

 （概位 北緯３０°２８.５′ 東経１３０°２８.２′） 

インシデント調査の経過 平成２５年１２月１８日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 フェリー太陽
たいよう

、４９９トン 

 １３５４２６、鹿児島県熊毛郡屋久島町 

 ５３.０２ｍ×１０.５０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２,６４７kＷ（合計）、平成９年３月２４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年７月２７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月１４日 

  免状有効期間満了日 平成２７年７月２６日 

機関長 男性 ５４歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成６年１２月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１０月６日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月１４日 

一等航海士 男性 ３３歳 

 四級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成１１年１２月３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月１２日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月２日 

 死傷者等 軽傷 ２人（機関長及び一等航海士） 

 損傷 船橋前部旋回窓付きガラス窓２枚及びガラス窓１枚に破損、船橋コン

ソール、航海計器、通信装置等に濡損 

 インシデントの経過  本船は、平成２５年１２月１７日１５時１５分ごろ、船長、機関

長、一等航海士及び一等機関士ほか２人が乗り組み、乗客３人を乗
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せ、トラック１台を積載し、屋久島町口永良部
く ち の え ら ぶ

港（口永良部島）から

同町宮之浦港（屋久島）に向かった。 

船長は、屋久島町に強風、波浪注意報及び鹿児島海域に海上強風警

報が発表中であることを知っており、口永良部港入港の約１時間前に

口永良部島東方沖で北東風が風速１５m/s 以上であったことを確認し

ていたが、翌日は北風の強風に変わると聞いていたので、航路が種子

島の風下となる北東風の間に宮之浦港に帰りたいと思い、口永良部港

を出港した。 

本船は、口永良部島と屋久島間の屋久島海峡を約１１ノットの対地

速力で北北東進中、船橋前部の船橋コンソールの後方において、船長

が操船指揮及び操舵を、機関長が船長の右隣で波の状況に合わせて両

舷主機のスロットル調整を、一等機関士及び一等航海士が船長の左隣

に並んで見張りをそれぞれ立って行っていた。 

本船は、１６時３０分ごろ、左舷前方から波高約４ｍの大波が迫っ

て来たので、機関長が機関のスロットルを下げたが、大波を船橋前面

に受け、船橋前面中央の旋回窓付きガラス窓、左舷側旋回窓付きガラ

ス窓及び左舷側ワイパー付きガラス窓の計３枚のガラスが割れて大量

の海水が船橋内に打ち込み、船橋コンソール、航海計器、通信装置等

が濡
ぬ

れて漏電し、正常に運航できなくなった。 

機関長及び一等航海士は、窓ガラスの破片を浴びて顔面に切創等を

負った。 

 船長は、船橋下の船客室の乗客及び船員室の乗組員に船橋へ上がる

ように、また、全員に救命胴衣を着用するようにそれぞれ指示し、乗

客の携帯電話で屋久島町及び海上保安庁に本インシデントの発生を通

報した。 

船長は、漏電で舵を取ることができなかったものの、両舷主機が使

用できたので、両舷主機のスロットルを操作して風波をしのぐことが

できる屋久島町一湊湾内に向けて南下を開始した。 

船長は、南下開始後、スロットル操作のみで一湊湾に向かい、１８

時００分ごろ湾内に投錨したが、風が強くなって走錨したため、一等

航海士及び一等機関士を舵機室に行かせ、トランシーバーを使い、船

橋から指揮しながら、朝までに５、６回ほど錨の打ち直しを行った。

（付図１ インシデント発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ８、視程 約５００ｍ 

海象：波高 約４ｍ 

 鹿児島地方気象台の注意報、警報及び地方海上警報の発表状況 

  屋久島町に強風、波浪注意報 発表中 

  鹿児島海域に海上強風警報 発表中   

 その他の事項 

 

 本船は、偶数日に宮之浦港、口永良部港、宮之浦港、鹿児島県南種

子町島間港及び宮之浦港の順で、奇数日に宮之浦港、島間港、宮之浦
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港、口永良部港及び宮之浦港の順でそれぞれ１日１回運航していた

が、本インシデント当時は奇数日であり、口永良部港から宮之浦港に

向かう途中で本インシデントが発生した。 

 船長は、１８年前から屋久島町職員の甲板員として連絡船に乗船

し、６年前から一等航海士となり、正規の船長が休暇を取って下船す

るときに臨時の船長として乗船しており、本インシデント当時、臨時

の船長として乗船していた。 

 屋久島町は、本船に係る安全管理規程の中で安全管理の組織とし、

安全統括管理者１人、運航管理者１人及び運航管理補助者若干人（以

下「安全統括管理者等」という。）を定め、船長及び安全統括管理者

等は、常時連絡できる体制としており、通常、指示、報告及び連絡を

行うことにより、情報伝達及びコミュニケーションの確保を図り、運

航の可否判断の協議を行うこととしていたが、本インシデント当時、

本船船長の判断に委ねており、協議及び指示が行われていなかった。

安全管理規程及び運航基準において、船長は、発航前に運航の可否

判断を行い、発航地内の気象及び海象が条件（風速１５m/s 以上、波

高２.０ｍ以上及び視程５００ｍ以下）の一に達していると認めると

き及び航行中に遭遇する気象及び海象が条件（風速１５m/s 以上及び

波高３.０ｍ以上）に達するおそれがあるときは、発航を中止しなけ

ればならないことが定められていた。 

操舵室前面のガラス窓９面は、フレーム、ガラス板等から成り、ガ

ラス板は、厚さ１０mm の透明強化ガラスが採用され、前面中央及び

中央から左右にそれぞれ２番目のガラス窓に直径４００mm の旋回窓

用穴が開けられていた。 

旋回窓は、フレーム、電動機、旋回ガラス等から成り、同ガラス

は、厚さ６mm の透明強化ガラスが採用されていた。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、口永良部港を宮之浦港に向けて出港する際、航行中に発航

中止基準である風速１５m/s 以上の北東風となるおそれがあったが、

口永良部港を出港したことから、口永良部島東方沖の屋久島海峡を北

北東進中、波高約４ｍの波を左舷船首方から船橋前面に受け、船橋の

ガラス窓３枚が割れて海水が船橋内に流入し、船橋コンソール、航海

計器、通信装置等が濡れて漏電が生じ、正常に運航できなくなり、運

航が阻害されたものと考えられる。 

 船長及び安全統括管理者等は、運航の可否判断の協議を行うことと

していたものの、本インシデント当時、本船船長の判断に委ねてお

り、協議及び指示が行われていなかったが、通常どおり運航の可否判
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断の協議が行われていれば、口永良部港の発航が中止されていた可能

性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、口永良部港を宮之浦港に向けて出港す

る際、航行中に発航中止基準である風速１５m/s 以上の北東風となる

おそれがあったが、口永良部港を出港したため、屋久島海峡を北北東

進中、波高約４ｍの波を左舷船首方から船橋前面に受け、船橋のガラ

ス窓３枚が割れて海水が船橋内に流入し、船橋コンソール、航海計

器、通信装置等が濡れて漏電が生じ、正常に運航できなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

参考 屋久島町は、本インシデントに関する事故調査委員会を開催し、次

の改善策を決定した。 

(1) 安全統括管理者等は、安全管理規程の遵守を確実に行うため、

同規程に基づいた自己点検報告書を作成し、安全統括管理者等が

それぞれに点検を行い、船舶事業管理者へ報告すること。 

(2) 安全統括管理者等及び船長は、安全管理規程に規定された指

示、報告、連絡等を確実に実施すること。 

(3) 安全統括管理者等は、輸送の安全を図るため、定期的に作成し

た計画に基づき、職員の教育訓練を実施すること。 

(4) 船舶事業管理者から職員までが一丸となり、安全管理体制を構

築してＰＤＣＡサイクルを適切に行うこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・発航可否の判断を安全管理規程の規定に従って行うこと。 

・大波の発生する海域を運航する場合は、できる限り、低速で航行

すること。 

・船長及び安全統括管理者等は、安全運航のためにふだんから意思

疎通を図り、情報伝達及びコミュニケーションの確保を心掛ける

ことが望ましい。 

 



 

付図１ インシデント発生経過概略図 
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